
千葉県市町村総合事務組合における女性職員の活躍の推進に関する 

特定事業主行動計画に係る実施状況の公表 
 

令和７年５月公表 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９

条第６項の規定に基づく行動計画の実施状況を次のとおり取りまとめたので公表いた

します。 

 

１．超過勤務の縮減 

【目標】 令和７年度までに、常勤職員の平均超過勤務時間を、令和元年度の実績（月

５．４時間）から１割以上縮減し、４．８時間以下にする。 

【実績】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

１．８時間 ３．６時間 ３．７時間 ４．２時間  

 

２．休暇の取得の促進 

【目標】 年次休暇の取得日数が５日を下回る職員が発生しないよう努めるとともに、

年次休暇の平均取得日数について、８割以上の職員が１０日以上取得する。 

【実績】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

９．６日 １０．７日 １０．３日 ９．６日  

 

３．職員の勤務環境の改善 

【目標】 男女問わず職員の育児休業の取得率向上に努める。 

【実績】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

女性 － － － －  

男性 ０％ ０％ ０％ －  

 

４．管理的地位に占める女性職員の割合の向上 

【目標】 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を、令和元年度の実績を考

慮し、１０％以上にする。 

【実績】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

４２．８％ ５０．０％ ４０．０％ ４０．０％  

 


